
１階での受付時にマイナンバーカードを用いて
情報の提供に同意いただければ、必要に応じて
過去の情報を参照し診察を行います。

長崎大学病院は医療DXを通じて質の高い医療を
提供できるよう取り組んでいます。

１．過去の診療・薬剤・特定健診の
情報の活用（初診患者のみ）※令和６年６月開始予定

マイナンバーカードを
ご利用ください！

２．電子処方箋の発行 ※令和７年１月導入予定

今まで紙で発行していた処方箋を電子的に発行する仕組み
です。

３．電子カルテ情報共有サービスの利用

紹介状や傷病名、アレルギー、感染症などの情報を
本院と他の医療機関とで
共有する仕組みです。

＜マイナンバーカード（マイナ保険証）でできること＞
本院はオンライン資格確認を行う体制を有しています

※令和７年度開始予定

長崎大学病院 院外の薬局

令和６年６月１日 医事課長

長崎大学病院キャラクター

「ポンペ先生」


